
 

 

 

 

 

 

兵庫県社会福祉協議会では、新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少等

があり、緊急かつ一時的な生計維持のための費用を必要とする世帯に、以下の貸

し付けを行っています。 

緊 急 小 口 資 金 総 合 支 援 資 金 

○貸付限度額 

１０万円以内。ただし、４人以上の世帯や個人事

業主等の特別の要件に該当する場合は２０万円

以内。 

○据置期間と償還期間 

据置期間１２か月以内 

償還期間２４か月以内 

○貸付利率 

無利子。ただし期日までに償還完了しなかった

場合、年 3％の延滞利子 

○貸付の決定と資金の交付方法 

県社協で書類受理～貸付決定～送金まで１週間

から１０日程度 

○必要書類 

所定の様式のほか、世帯全員分の住民票、顔写真

入りの身分証明書、送金口座の通帳（コピー） 

○申込窓口 

お住まいの市区町社会福祉協議会 

○申込書等の配布 

県内の近畿ろうきん各支店およびホームページ

でも、借入申込書を配布します（4/30 以降、順

次実施） 

○貸付限度額 

単身世帯：月額１５万円以内 

複数世帯：月額２０万円以内 

貸付期間：３か月以内 

○据置期間と償還期間 

据置期間１２か月以内 

償還期間１０年以内 

○貸付利率 

無利子。ただし期日までに償還完了しなかった

場合、年 3％の延滞利子 

○貸付の決定と資金の交付方法 

県社協で書類受理～貸付決定～送金まで３週間

から１か月程度 

○必要書類 

所定の様式のほか、世帯全員分の住民票、顔写真

入りの身分証明書、送金口座の通帳（コピー） 

ただし、緊急小口資金をすでに利用中の場合は

提出書類を一部省略できる 

○申込窓口 

お住まいの市区町社会福祉協議会 

 ２つの資金種類のうち、まずは送金までの期間の短い「緊急小口資金」をご利用ください。 

 緊急小口資金を利用した上で、それ以降の生活にも不安のある場合は総合支援資金の利用もご検討く

ださい。（総合支援資金の申請受理は、緊急小口資金の送金から２週間経過後からとなります） 

 総合支援資金を利用する場合には、緊急小口資金の貸付決定通知書を添えてお申し込みください 

 
実  施  主  体：社会福祉法人 兵庫県社会福祉協議会 

神戸市中央区坂口通 2-1-1 県福祉センター内  TEL 078-242-7944 
 

相談・申込窓口は、お住まいの市区町社会福祉協議会へ 
 

受付時間：9：00～17：00（土日・祝日、年末年始を除く） 

２０２０年４月２７日発行 

生活福祉資金 の概要 新 型 コ ロ ナ ウ イ ル ス 特 例 貸 付 

https://www.hyogo-wel.or.jp/dl/corona_madoguchi0430.pdf

